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一般社団法人日本ロボット学会 ダイバーシティ推進委員会規程 

 
2023年3月22日理事会制定 

 

（設置） 

第１条 本学会定款第 42 条によりダイバーシティ推進委員会をおくことができる。 

 

（目的） 

第２条 ダイバーシティ推進委員会（以下委員会という）は、本会会員の多様性（性別、国籍な

ど）の拡大を図ることを目的とする。 

 

（委員長） 

第３条 委員会に委員長を一名おく。委員長は、本学会定款第 42 条により、理事会の承認を経

て、会長が委嘱する。委員長の任期は１年とし、再任可とする。 

 

（委員） 

第４条 委員会は、委員長１名および幹事一名を含む委員をもって構成する。委員は、委員長が

推薦し、理事会の承認を経て会長が委嘱する。委員の任期は１年とし、再任可とする。 

 

（召集） 

第５条 委員会は委員長が召集する。 

 

（規程の改廃） 

第６条 この規程の改廃は、事業理事が提案し理事会の承認を得て行う。 

 

附則 

１．本規程は 2023 年 3 月 22 日から適用する。 

 

 

 

 


